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• 一、中国特許調査について

１ 日本企業にとっての中国特許調査の重要性
２ 日本企業が中国で特許調査を行うことの難しさ
３ 主なＤＢ・検索調査サイト・ツールの紹介
４ 基本的な流れ及び費用
５ 調査実例の紹介
６ 調査のコツ及び留意点

• 二、中国実用新案について

１ 日本との対比
２ 中国の実用新案を重視すべき理由
３ 実用新案権の安定性・行使及び評価報告
４ 特許との併願
５ 特許出願の代替としての実用新案出願
６ 重要判例の紹介
７ 中国での実用新案の活用に対するコメント

• 三、事前にご質問いただいたトピックの一部の解説
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一、中国特許調査について
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１ 日本企業にとっての中国特許調査の重要性

・経済力の向上によって中国は一層巨大なマーケットになってきており、日本企
業は続々と中国へ進出している。

・中国政府による特許強化政策の実施、及びリーマンショック後に中国の労働
集約型の企業が技術集約型の企業へと転換を進める中、中国企業も特許を重
視してきており、中国の内国人による特許、実用新案、意匠の出願件数がここ
数年急増している。

・以前は日本企業が中国で特許侵害行為などを訴えることがメインだったが、
最近は紛争に巻き込まれることが増え、侵害訴訟を起こしても敗訴するか、ひ
いては侵害側として訴えられるケースが増える傾向がある。

・巨大な市場である中国に進出する日本企業がリスクを下げ、中国企業及び他
の国の企業の出願動向を正確に把握するためには、中国特許の調査が非常
に重要である。
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中国のＧＤＰ成長率中国のＧＤＰ成長率
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日中貿易額の推移日中貿易額の推移

２０１１年上半期：去年同期に比べ日対中の輸出は14.3％増、輸入は21.4％増。
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中国政府の特許強化政策中国政府の特許強化政策

2008年 国務院「国家知的財産権戦略綱要」を発表。
（2020年までに知的財産権の創造・運用・保護・管理を高度に整

備 し、さらに5年以内に中国の知的財産権の水準を大幅に向上さ
せ、その運用効果や保護をいっそう強化・改善し、社会全体の意識
を向上させる）

2009年 財政部「外国特許出願助成特別資金管理暫定弁法」発表
（北京市特許出願助成金管理暫定弁法、
上海市特許出願費用助成弁法など、地方独自の制度もある）

2009年 第三次改正特許法施行

2011年 「第十二期五ヵ年計画（十二五）綱要」採択。
（2015年に1万人あたり特許保有件数を3.3 件にする。2009年は1.2件）
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急増する中国特許出願（具体的なデータ）急増する中国特許出願（具体的なデータ）
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急増する中国特許出願（日本との比較）急増する中国特許出願（日本との比較）
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急増する中国特許出願（実用新案、意匠）急増する中国特許出願（実用新案、意匠）
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20102010年度ＰＣＴ国際出願件数年度ＰＣＴ国際出願件数

• ４位の中国の出願件数は、２００９年に比べ56.2%増加。
• １位の米国の出願件数は、２００９年に比べ1.7％減少。

Rank Country Number of Patents
1 United States

米国
44,855

2 Japan
日本

32,156

3 Germany
ドイツ

17,171

4 China
中国

12,339
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日系企業に係る一部の特許権侵害案件及び結果日系企業に係る一部の特許権侵害案件及び結果
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２ 日本企業が中国で特許調査を行うことの難しさ

• 言語の壁： 中国国内の出願人による多くの出願は、外国出願やＰＣＴ出
願での外国への移行件数が少ないため、中国語のみで公開される件が
大部分である。

• ＩＰＣ分類があまく、中国語キーワード検索が難しい。

• 中国企業が所有している膨大な実用新案権： 無審査で登録される実用
新案は、その多くは中国企業により出願され、出願件数も膨大である。

• 中国特許検索及び調査サイト及びツールがよくわからない。

• 経験豊富な実務者が少ない： 中国特許調査がうまくできる中国または
日本の代理機構が非常に少ない。

• 調査費用が高い（特に日本の中小企業にとって）
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言語の壁（中国語のみで公開される件が大部分）

・ 今年前半の、中国から米国、ヨーロッパ、日本、および韓国への特許出願
の総件数は5000件程度であり、通年で１万～２万件程度と推測される。これ

に対し、中国国内特許出願は４０万件／年レベルであり、ここから推測すると
、外国出願率は、１～２％程度にしかならない。

・ ＰＣＴ出願の移行率からも、外国出願率の低さが推測できる（英語で出願さ
れるＰＣＴ出願の件数まで考慮しても低い水準である）

・ ファミリー調査ができない。
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ＩＰＣ分類があまく、中国語キーワード検索が難しい

・ ＩＰＣ分類が細かく付与されていないといわれる。細かい分類まで指定して
検索する場合、調査漏れが生じる可能性が高い。

・ 日本語または英語のキーワード（技術用語）に対応する中国語のキーワー
ドが多いため、その選択が難しく、検索式も長くなる傾向がある。

英語：Norfloxacin
中国語：诺氟沙星；氟哌酸 ; 淋克星 ; 力醇罗 ; 喏氟沙星 ; 正氟氯霉素 ; 1-乙
基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代-7-(1-哌嗪基)-3-喹啉羧酸 ; 诺氟哌酸 ; 1-乙基-6-
氟-4-氧代-1，4-二氢-7-（1-哌嗪基）-3-喹啉羧酸

日本語：焼却
中国語：焚烧、烧掉、烧毁、焚化、烧灼、焚、烧

中国語の技術用語がうまく統一されていない理由はいろいろあるが、
国家レベルの技術用語の標準化がうまくいかなかったこと、
日本・韓国などの国では新しい外来技術用語をカタカナなどでそのまま発音
できるのに対し、中国語では必ず漢字で表示しなければならないこと、
中国大陸の用語と、台湾、香港などで使われる別の用語とが混在しているこ
となどの理由が考えられる。
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中国企業が所有している膨大な実用新案権

・ 特許の場合は、実体審査を受けるため、中国の審査官が世界規模で従来
技術の検索を行い、かつ外国での審査に使われた引例及び結果などをある
程度参考にしているため、その審査結果は信頼性が高い。

・ 意匠の場合は、実体審査を受けないが、中国語がわからない日本人でも、
国際分類及び図面に基づいて、その類似性について判断可能である。

・ 一方、実用新案の場合は、無審査で登録されるうえ、中国語が分からない
とその内容がまったく判断できない。

・ しかも、中国の実用新案権の多くは中国企業が所有している。その場合、
実用新案権が新規性・進歩性などの特許要件を具備しているかどうかは別に
して、日本企業が中国企業を特許侵害で訴えても、逆にその中国企業の実用
新案権の侵害を理由に訴え返されたり、日本企業の特許の無効審判を請求
されたりする可能性があり、審判の長期化や結果の不確実性が生じる。また
、中国企業の実用新案権を無効にすることにも大きな労力を伴う。
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実用新案のほとんどを中国の出願人が提出実用新案のほとんどを中国の出願人が提出
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中国特許検索及び調査サイト及びツールがよく分からない

・ 中国特許庁検索サイト：
- アクセススピードが遅い。
- 全文検索ができない。
- 一ページずつしかダウンロードできない。

・ 中国の他の検索サイト及びツール：
- 特許庁のデータベースとの同一性に疑問がある。
- ツールの機能の安定性に問題がある。
- 知名度のある検索サイトがＣＮＩＰＲなど少数にとどまる。

・ 日本その他の国の検索サイト及びツール：
- 日本語、英語などの検索は問題なくできるが、中国語の検索について

はまちまち。
- また、中国特許調査を依頼しても、結局中国特許庁傘下の調査機構に

更に委託することが多い。

・ 中国特許検索サイトなどを紹介する資料や、最近のツールに対応した資料が
少ない。

- 2009年発行 『ここがポイント！中国特許調査』
赤壁幸江・小山裕史 共著 日本パテントデータサービス株式会社
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経験豊富な実務者が少ない

・ 「国家知識産権局専利検索諮問中心」 （www.patent.com.cn）：
- 技術的バックグラウンドを有する。
- 検索経験が多い。

しかし、
- 日本語にうまく対応した検索ができていない

（日本語で直接依頼された場合の、日本語のキーワードから適切な
中国語のキーワードへの変換など）

- 『検索もれがある』＿ある日本企業の評価

・ 特許事務所：
- 検索などを行った経験が少ない
- 検索実務が可能な人材をあまり備えていない
- 検索もれなどによるリスク
- ビジネスの面からも、特許出願業務より効率が高いとはいえない

・ その他の機構（特許調査会社、検索サイトの運営者、検索ソフトウェア会社など）：
- 検索などの行った経験が少ない
- 技術的バックグラウンドが弱い
- 特許の知識が薄い
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調査費用が高い

・ 特に日本の中小企業が中国に進出しようとする場合、調査費
用がかなりの負担になる。

・ 日本の大手企業にとっても高いと感じる場合がある。
『中国で特許調査ができる特許事務所で知っているのは、Ｓ

事務所一つだけである。しかし質は別にして、調査費用が高
すぎてそちらには依頼しない』＿ある大手日本企業の知財部
部長の評価

・ 各費用のうち、特に翻訳費用が大半を占める。
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３ 主なＤＢ・検索調査サイト・ツールのご紹介
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ＳＩＰＯ（中国特許庁検索サイト）ＳＩＰＯ（中国特許庁検索サイト）
http://www.sipo.gov.cn/zljs/

・ 一番正確で更新が早い（毎週水曜日の午前）データベースである。

・ データを一件ずつ、しかも一ページずつしかダウンロードできない。

・ 全文検索ができない。

・ 簡単なコンビネーション検索ができるが、複雑なロジック検索はできない。

・ 日本からアクセスが遅いなど不安定な場合がある。
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ＰＳＳ－ｓｙｓｔｅｍＰＳＳ－ｓｙｓｔｅｍ
http://www.pss-system.gov.cn/

・ 今年４月に中国特許庁が新しく運営を開始した検索サイトである。

・ 複雑なロジック検索もでき、検索式の保存、特許分析機能も付いている。

・ 全文検索ができる。

・ 審査官も特許審査でこのシステムを利用しているらしい。
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ＣＮＩＰＲ（ＳＩＰＯ出版社検索サイト）ＣＮＩＰＲ（ＳＩＰＯ出版社検索サイト）

・ 日本企業が一番よく使う検索サイトであると思われる。

・ 全文検索、複雑なロジック検索、検索式の保存、絞り込み検索などが可能である。

・ 特許オンライン分析システム、特許オンライン早期警報システムも利用可能である。

・ 無料版と有料版（６５００円／年）がある。

http://search.cnipr.com/
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ＣＮＩＰＲ（データ収録範囲）ＣＮＩＰＲ（データ収録範囲）
http://search.cnipr.com/

・ ９０以上の国（地域）又は組織の特許７０００万件以上。

・ 中国特許データについて初歩的な加工が可能。

・ 中国薬物特許データ（２２万件以上）について複雑な加工が可能。
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ＳｏｏｐａｔＳｏｏｐａｔ

・ アクセスが早い。

・ 複雑なロジック検索ができる。

・ 全文検索ができる。

・ データの中国特許庁データベースとの同一性に疑問がある。

・ 簡単な中国特許検索及び分析を行う場合には、このサイトを薦める。

http://www.soopat.com/
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ＢａｉｄｕＢａｉｄｕ

・ Baiduは中国最大のサーチエンジンである。

・ アクセスが早く、全文検索ができる。

・ 検索の入口は「発明の名称」、「全文」のみである。

・ データの中国特許庁データベースとの同一性に疑問がある。

http://zhuanli.baidu.com/
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５ｉｐａｔｅｎｔ５ｉｐａｔｅｎｔ

・ 江蘇省特許庁が運営する検索サイトである。

・ 複雑なロジック検索もできる。

・ データの中国特許庁データベースとの同一性に疑問がある。

http://so.5ipatent.com/



30/105

ＰａｔｅｎｔｉｃｓＰａｔｅｎｔｉｃｓ

・ 英語版の検索画面が使える。

・ 全文検索ができる。

・ データの中国特許庁データベースとの同一性に疑問がある。

http://www.patentics.com/
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ＥａｓｔｌｉｎｄｅｎＥａｓｔｌｉｎｄｅｎ

・ ２００３年に設立された特許検索調査会社であり、独自のソフトウェアを販売する。

・ 社員の６０％以上が修士または博士である。

・ 英語版の検索機能が充実している。

http://www.eastlinden.com/
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BizSolutionBizSolution

・ 特許商標管理システムの開発に最も成功している企業である。

・ 同同社の検索ソフトウェアも検索及び調査機能が充実している。

・ 機能ブロック図の作成、特許モニタリングなどの高度な機能も有している。

http://www.bizsolution.com.cn/
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ＤａｗｅｉＤａｗｅｉ

・ 中国と日本の特許検索を特徴とする。

・ 日本のソフトウェア開発の経験があり、中国のソフトウェアもその経験を生
かして開発したという。

http://www.daweisoft.com/
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ＥＰＯＥＰＯ

・ 「Advanced Search」において中国公開番号を「ＣＮ..」と入力すれば、中国特許

検索が可能である。出願番号からの検索は不可である。

・ 検索結果は英語で表示される検索結果は英語で表示される。

・ 特許明細書の機械翻訳文も提供される。

http://worldwide.espacenet.com/
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Thomson ReutersThomson Reuters

・ 世界最大の付加価値特許データベースである。

・ ファミリー出願の検出が容易である。

・ 明細書の英文機械翻訳が検索できる。

http://www.thomsonreuters.com/
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Ultra PatentUltra Patent

・ 中国向けの日本の有料検索サイトである。

・ 中国特許（ＣＮ－Ｐ）と中国実用新案（ＣＮ－Ｕ）に分けて検索する。

・ 発明の名称、公開番号（ＣＮ…）などに限定した検索が可能である。

https://www.ultra-patent.jp/
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JPJP－－NetNet

・ 中国特許の要約データまで収録している。

・ 分析機能（ＪＰ－ＭＡＰ）が付いている。

・ 大量のデータを連続的にアウトプットすることができる。

http://www.thomsonreuters.com/
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検索サイトの使用例１（検索サイトの使用例１（SoopatSoopat））

２ 「http://www.soopat.com/」 にアクセスし、右側の

「表格检索」（詳細検索）をクリックする。

目的： PCT出願１位の[Huawei]会社の中国特許出願

の中で発明の数が一番多い発明者の名前は？

1 [Huawei]会社のホームページ「www.huawei.com」

にアクセスし、画面の下側で中国語の名称「华为」を
コピーする。
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検索サイトの使用例１（検索サイトの使用例１（SoopatSoopat））

４ 検索結果画面の左側の「发明人」（発明者）をクリッ

クすると、発明者のリストが表れ、発明者として特許
が一番多いのは「郝华奇(190) 」であることが分かる

。

３ 「申请（专利权）人」（出願人又は権利者）の右欄
に「华为」をペーストし、［Soopat检索］をクリックする

。
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検索サイトの使用例１（検索サイトの使用例１（SoopatSoopat））

５ まず「郝华奇(190) 」をクリックし、更に検索
画面の上部の「Soopat分析」をクリックする
と、該発明者のHuaweiでの特許出願を詳

細な分析結果が得られる。
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検索サイトの使用例２（ＣＮＩＰＲ）検索サイトの使用例２（ＣＮＩＰＲ）

２ 「中国发明专利」、「中国外观设计」前のボックス中

のチェック記号を削除し、「中国实用新型」前のボック
ス中のチェック記号のみを残す。

目的： 台湾の出願人の「扇風機」に関する全ての
実用新案権のリストを抽出する。

（この例では、ＩＰＣ分類、明細書、類似用語
などを考慮しないものとする）

1 「http://search.cnipr.com/」にアクセスして、ＩＤ及び

パスワードを入力し「登録」をクリックする。

３ 「名称」、「摘要」（要約）、 「权利要求」（クレーム）の

右欄にそれぞれ「风扇」（扇風機）を記入し、「地址」の
右欄に「中国」を記入する。
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検索サイトの使用例２（ＣＮＩＰＲ）検索サイトの使用例２（ＣＮＩＰＲ）

５ 「收藏该表达式」をクリックすると検索式を保存する

ことができる。

４ 「名称」、「摘要」、 「权利要求」、「地址」の順に該当

する項目の箇所をクリックし、下の検索式欄の適切な位
置にカーソルを位置させ、その上の演算符号を押すか
、または直接入力することにより、最終的な検索式を立
てる。

６ 公開書類をダウンロードする場合、「全选」をクリッ

クして表示されている１０件の特許を選択し、「批量下
载文献或TIFF格式专利」をクリックする。
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検索サイトの使用例２（ＣＮＩＰＲ）検索サイトの使用例２（ＣＮＩＰＲ）

７ 呼び出されるダイアログボックスで、データを保存す

るフォルダを指定すれば、表示された１０件の公開案文
の図面データがダウンロードできる。
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４ 基本的な流れ及び費用

- 特許調査の目的及び種類を決める。

- 特許調査の調査対象技術及び検索範囲を明確化する。

- 検索式を立てる。

- 初歩検索の結果から検索式などを調整して最終の検索結果を得る。

- 目視での閲覧で重要な特許を選び出す。

- 重要な特許について更なる侵害判断などの作業を行い、その結果物を納品する。

基本的な流れ
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特許調査の目的及び種類を決める

 ・ 新規性調査･出願前調査･審査請求前調査

 ・ 無効資料調査・公知例調査

 ・ 侵害防止調査･パテントクリアランス調査

 ・ ウォッチング・SDI 

 ・ パテントファミリー調査・対応特許調査

 ・ 法律状況調査・権利状況調査

日本企業にとって中国関連で一番ニーズが多いのは、侵害防止調査で
ある。ウォッチング調査は、特殊な侵害防止調査であると理解してよい。
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特許調査の調査対象技術及び検索範囲を明確化する

- 特許検索の下記などの基本項目について一つずつ明確化する（明確 or 不明）
・種別: 特許・実用新案
・権利状況: 公開・登録
・番号: 出願番号・公開番号・公告番号・登録番号
・日付: 出願日・公開日・公告日・登録日
・出願人・権利者
・技術分野： IPC特許分類

日本企業の場合、効率及びコストなどを考慮して、検索範囲を中国企業の出願
のみ、または中国の実用新案のみにする場合もある。

日本語又は英語のキーワードから中国語のキーワードを適切に選択することが
、検索漏れを防止するポイントである（辞書、インターネットなどを活用）。

- 調査対象技術に基づいて日本語又は英語のキーワードを決める。

- データベース及び検索ツールを決める（例えばＣＮＩＰＲ）。

- 日本語又は英語のキーワードに基づいて対応する中国語のキーワードを網羅する

。

- 当該技術を従来技術と特徴技術とに分けて調査対象技術を明確化する。
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検索式を立てる

・ and,or,not,（） などのロジック符号が使える（ＣＮＩＰＲ）。この際、
and,or,notの前後に必ず空欄を入れること。

・ 中国語のキーワードでは、前後でマスク検索（「%キーワード%」）しても
意味がない（ 「%キーワード%」 、 「%キーワード」、 「キーワード%」は同じ
結果が出る 。しかし「Ａ％Ｂ」と「ＡＢ」の結果は違う。）

・ 不要な検索結果を除去するために、分類を限定する。この場合、主分類
のみではなく、一般分類も限定して、検索漏れを防止する。

・ できれば対応する英語も「or」で併記する（半导体 or diode）。

・ 検索式に番号を付けて保存し、検索式間の演算を行うことにより、かなり
複雑な検索が可能となる。

(名称=((车 not 自行车) and (座椅 or 椅) and (童 or 孩 or 婴 or 幼)) not 分类号
=(b62b% or b62j% or b62k%)) or (主分类号=b60n2% and 名称=(童 or 孩 or 婴 or 幼))
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初歩検索の結果から検索式などを調整して最終の検索結果を得る

・ 検索結果のリスト、及び一部の要約を目視で確認し、不要
な検索結果を探し出す。

・ その原因を分析し、検索式及び検索項目などを調整する。

・ 関連度が高いと思われる一部特許の全文をレビューして、
中国語キーワードの類似語を探し出す。

・ 検索式に「or」を付けて類似語を追加し、中国語キーワード

の不備による検索漏れを防止する。

・ 検索結果数が目標よりあまりに多いかまたは少ない場合、

検索式を見直す。

・ 上記作業を繰り返して最終的な検索結果を得る。
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目視での閲覧で重要な特許を選び出す

・ 検索された特許を全てダウンロードし、特許検索担当者が
一つずつ閲覧する。

・ 標的技術との類似性または重要性に基づいて、更に分類
し、その中で最も関連性が高い特許を数件～数十件選出する
。

侵害判断などの作業を行い、その結果物を納品する

・ 担当弁理士が該当する数件～数十件に対して特許侵害分析
又は新規性判断などを行い、その結果物及びコメントを顧客に提
供する。
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特許調査の費用

・ 中国特許調査の費用はバラツキが大きい。

・ 中国弁理士会の基準料金表にも記載されていない。

・ サービスに対する対価として、原則として委託者と受託者と
の協議によって決まる。

・ 委託者の予算、受託者の経験、納期までの時間なども調査
費用を左右する。

・ 基本的に下記５種類の費用がある。

固定費用／レビュー件数による費用／

弁理士タイムチャージ／翻訳費用／その他の費用
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費用の種類 説明 参考価格（弊所の例）

固定費用 特許調査全体の費用を固定するこ
ともできるし、特許侵害調査の中国
語検索式の確定、検索、検索リスト
及びデータを得るまでの費用のみを
固定することもできる。

300～1000 USD 

レビュー件数に
よる費用

検出した特許案文（数十件～１、２
千件まで）を一つずつレビューして
重要な案件を抽出する。

5～10 USD／件

弁理士タイムチ
ャージ

新規性判断または侵害判断などの
鑑定を行う。

100～300 USD／Ｈ

翻訳費用 独立請求項のみまたは全文翻訳。

基本的に中国弁理士会の基準料金
表から一定のディスカウントを行う。

70～150 USD／

1000日本語字

その他の費用 コピー代、郵送代、その他の実費。
基本的に中国弁理士会の基準料金
表から一定のディスカウントを行う。

コピー代
0.4～0.9 USD／頁 など
。無料の場合もある。
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・中国特許調査の全体費用（翻訳費用除く）に対する、日

本国内の一般的な調査費用の例

日本国内の一般的な調査費用（例示）
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その他の関連業務の費用

業務の種類 説明 参考基準（弊所の例示）

特許監視

中国特許全体または競争関係のあ
る企業に対して、定期的（１～３ヵ月
に１回）に補充検索を行い、その結
果を報告する。翻訳費用除く。

40～50 USD／回 。

包袋の取り寄せ 重要な案件について、特許庁の記
録の詳細を調べる（例えば禁反言な
どを活用するため）。ＳＩＰＯの処理期
間が２週間程度。

150～200 USD／件

無効審判 障害になる案件を発見した場合、無
効審判によりクリアすることができる
。

無効審判の成功率（部分無効を含
む）は、６０％程度であり、実用新案
のみの場合は更に高い（６５％程度
）。

1200～30000 USD／件

交渉・ライセンス
・その他のコンサ

ルティング

例えば権利者の特許を無効にせず
、交渉によりライセンスを得る場合、
対応策について見解を求める場合
など。

50～300 ＵＳＤ／Ｈ
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５ 調査実例の紹介

－ 依頼事項：特許侵害調査及び鑑定

― 目的: 指定製品が中国特許の侵害となる可能性があるか
否かについて資料を抽出し、鑑定する。

ー 対象となる技術：従来技術＋本製品の特徴技術
（該製品に係る日本特許の請求項１、及び請求項１の特徴

部分を提供してもらう）

ー 調査範囲：出願日 1990年1月1日以降の中国の特許・実案

ー データベース：CNIPR
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作業工程
第１段階：調査範囲の件数確認

‐顧客から提供された検索式から、中国語のキーワードを選択して中国語の検索式を立てる。

‐ CNIPRに登録し、各限定条件を入れて検索を行う。

‐検索件数などの結果を顧客に報告し、この結果に基づいて下記第２段階で閲覧すべき資料をピック
アップしてもらう。

第２段階：閲覧

‐登録公報・公開公報の両方が存在する資料は、公開公報を閲覧せずに登録公報を閲覧する。

‐公開公報のみの場合は、公開公報を閲覧する。

‐調査範囲全体から、先に全ての登録公報のみを優先して閲覧して、中間報告をする。

第３段階：抽出

‐イ号製品（対象製品）が侵害する可能性がある公報を抽出する。

第４段階：顧客へのご報告

‐侵害の可能性のある公報について、一覧表（報告書）に必要項目を記入し、侵害と判断した理由を
明記する。

‐侵害の可能性の高いものと中程度のものとを分けて報告する。

第５段階：鑑定

‐侵害の可能性の高い特許について侵害判断の鑑定を行う。
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中国語キーワード確認表
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検索件数確認表

・ 先の検索式Ｓ１、Ｓ１６、Ｓ17などの間のロジック演算も可能である。
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侵害判断一覧表



59/105

鑑定

対象技術 抽出文献1
抽出文献2 抽出文献3

請求項1

特徴 A X X X

B X Y Y
C Y X Y
D X Y A

請求項2 Y A A
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６ 調査のコツ及び留意点

コツ１＿中国語キーワードの選択

・ 日中辞書より英中辞書の方が充実しているため、必ず英語のキーワードも提供
し、中国で最大シェアの「Ｋｉｎｇsoft」(金山词霸)翻訳ソフトウェアの中国版とインタ
ーネット版（http://cd.iciba.com/）との両方で調べるなどする。

・ ＩＰＣ国際分類にキーワードを入れて、同分類の類似語を見つけ出す。

・ 製品については、中国最大のインターネットショッピングサイト「淘宝」（http://ｗ
ｗｗ.taobao.com/）などで類似語を調べる。

（ 「淘宝」の出品者は、検索性を高めるため、販売する製品に関する類似語を
できるだけ多くリストアップすることが多い。）

・ 特許明細書のみに使われる用語（翻訳、台湾語をそのまま利用）などまで調べ
る場合、関連性の高いと思われる一部の特許明細書をレビューし、類似語を見つ
け出す。
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コツ２＿二つ以上の検索ツールを使って検索結果を再確認する

・ データベース、検索調査ツール、及び調査担当者のレベルのばらつきなどの問
題が検索結果のばらつきにつながるため、二つの検索ツールで再確認してみる。

・ ＣＮＩＰＲで一次検索をした場合、二次検索はたとえば以下のいずれかを使う。

ＢｉｚｓｏｌｕｔｉｏｎＰＳＳ－ｓｙｓｔｅｍＰＳＳ－ｓｙｓｔｅｍ
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留意点１＿「按词查询」（単語検索）は使わない

・ CNIPR検索画面では「按词查询」（単語検索）または「按字查询」（文字検索）を選択す
ることができる。

しかし、技術単語を検索する場合でも、 「按字查询」（文字検索）を行うべきである。
「按词查询」（単語検索）は、機能が不安定で検索漏れが発生する可能性がある。
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留意点２＿分類を選択するとき普通分類も必ず指定する

・ CNIPR検索画面では「主分类号」（主分類）と「分类号」（サブ分類）があるが、
検索漏れを防止するため、必ず両方とも指定する。
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留意点３＿企業の責任者の名前でも検索する

中国の出願人の実用新案は、個人名義のものが多い。

中小企業の場合、中国では、企業の責任者などが個人の名
義で出願をして権利を保有するケースが少なくない。

したがって、侵害回避の調査の際には、出願人または権利者
として、対象企業の責任者などの名前によっても調査することも
重要である。
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二、中国実用新案について
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１ 日本との対比
「明らかな違反」の審査範囲
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「技術的な示唆」の存在を判断する基準

従来技術の分野 従来技術の数

特
許

当該発明特許が属する
技術分野を考慮するだ
けでなく、それに近い分
野又は関連する技術分
野、及び当該発明が解
決しようとする技術的課
題により当業者が技術
的手段を調べ得るその
他の技術分野について
も考慮

1件、2件又は多数
の従来技術を引用
できる。

実
用
新
案

原
則

当該実用新案特許
の属する技術分野
を重視

1件又は2件の従来
技術を引用可能

例
外

従来技術において
明確な示唆が与え
られている場合、そ
れに近い分野又は
関連する技術分野
を考慮

従来技術の「簡単な
組合せ」からなる場
合は、状況に応じて
多数の従来技術を
引用可能

進歩性要件（特許との比較）
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(より高度な
注意義務)
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２ 中国の実用新案を重視すべき理由

実用新案権者でない側として

・ 中国には実用新案の件数が多いので、重視しないと侵害と
して訴えられる可能性がある。

・ 自社特許の侵害行為を発見して訴えても、相手が実用新案
権を提出して逆に訴え返してきたり、自社特許の無効を主張し
たりして、結局権利行使ができないか、または審判の長期化な
どで権利行使が難しくなる。

・ 一旦侵害が認められると、実用新案権でも賠償額が高い。

（シュナイダー 事件では、約４３億円の損害賠償を命じられた。）

・ 中国では実用新案権を無効にすることが難しい。
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実用新案権者として

・ 権利化が早い（審査期間：６ヶ月～1年）。

・ 不景気の中、特許より費用が節約できる。

・ 権利行使しやすい。

・ 特許とほぼ同じ賠償金を請求できる。

・ 中国では実用新案権を無効にすることが難しい。

結論として、中国の実用新案制度は日本と大きく異なり、その
特徴及びメリットをうまく使えば日本企業の利点になるが、日本
と同じように考えて無関心であれば不利になる可能性がある。
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実用新案出願の中国出願人と外国出願人の比率

実用新案の件数が多く、そのほとんどが中国出願人によるものである。
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日本からの出願が減少する一方、米国からの出願は増加。
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・ 中国企業の実用新案保有件数がはるかに多い。

・ 米国企業も実用新案を重視している。

中国と外国企業の有効実用新案件数

中国企業 外国企業
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実用新案権の侵害賠償

侵害賠償の規定は、実用新案と特許にほぼ区別なしに適
用されるため、同じく高額の侵害賠償金を主張できる。

・ 侵害による権利者の損失。

・ 侵害者の不当な利益。

・ ライセンス費用。

・ 裁判所の裁定。

例外：

・ 裁定の際、裁判所が権利の種類を考慮。

・ ライセンス費用の推測の際に権利の有効期間が考慮
される。
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実用新案権の安定性

・ 実用新案を無効にする際の引用例は通常２個まで認められる。

従来技術の簡単な組み合わせであっても、多くの引例を結合して無効を
主張することは通常認められない。

・ 実のところ、実用新案無効の成功率（部分無効を含む）と、特許無効の
成功率は、同じ水準である。

・ 日本企業が中国へ特許出願する場合、ある程度その発明について自
信がある（ＰＣＴ検索報告など）ため、それに基づく実用新案権の場合、さ
らに無効にされる可能性が低いと思われる。
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実用新案権の安定性（無効審判の状況）
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実用新案の各種費用（特許との対比）

・ 出願時： 約17,000円低い。

・ 年金（10年）： 約170,000円低い。
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権利行使しやすい

・ 権利行使の際、評価書の提示が義務付けられていない。
「特許権侵害紛争が実用新案にかかる場合、人民法院又は特許業務管理部

門は、特許権者に国務院特許行政管理部門が作成した検索報告を提出するよう

要求することができる」

・ 「より高度の注意義務」は課されず、権利行使の際、権利
者側の負担が日本より軽くなっている。

・ 実用新案に基づく権利行使においても侵害者の過失が推
定されるため、権利者は侵害者に過失があることを証明する
必要がない。
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３ 実用新案権の評価報告
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検索報告の概況（2007年まで）
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検索報告に対する更正請求の概況

・ 更正請求とは、作成された検索報告に誤りがある場合、検索報告の請求人がそ
の更正を請求する手続きである。

・ 更正請求がなされた件数は全体の3％の満たず、あまり利用されていない。
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検索報告及び無効審判が請求された案件の概況（2001-～2005）

検索報告の結果、「全て新規性・進歩性あり」が半分以上（309件）。

・ 無効審判までいって同じく「全て新規性・進歩性あり」 が出されたのが62.8％。

・ 検索報告の信頼性は高い。
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４ 特許との併願

・ 中国独自の制度である。

・ 重複授権（ダブルパテント）を回避する範囲で、同一の出願人が同一の発明につ
いて特許と実用新案を併願でき、先にどちらかに授権された後（一般的に実用新案）
、次の一つに授権される前に出願人自身がどちらか一つを選ぶ制度である。

・ 理由１： 198４年に特許、実用新案、意匠の3種類を含む中国特許法が誕生した

が、特許の実体審査の経験及び人手が足りず特許の権利化までかなり長期化する
ため、権利者の発明を保護すべく、この制度を打ち出した。

・ 理由２： 特許等は、政府が特許権者と公衆との間でバランスをとる制度である。

この制度の場合、なんら実害はなくメリットしかないと判断された。

特許権者： 早期権利化ができ、権利行使できる期間が長くなる。

公衆： 同一の発明についてダブルパテントはないため実害はない。

政府： 出願人（主に外国）から一発明につき二度料金を取ることができる。

・しかし、後述の「舒学章事件」で問題が発生し、現行の特許法が作られた。
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同一発明の特許と実用新案の併願に関する規定

同様の発明創造に対しては1件の特許権のみを付与する。但し、同一の出願者が同日中に同様の発明
創造について実用新案を出願し、同時に特許を出願した場合、先に取得した実用新案権が終了する以前
において、出願者が当該実用新案特許権の放棄を宣言したものは発明特許権を付与することができる。

中国特許法９条（抜粋）

同一出願人は同日に(出願日を指す)に同様の発明創造について実用新案特許と発明特許の両方を出

願する場合、出願時に同様の発明創造についてすでに他方の特許を出願していることをそれぞれ説明しな
ければならない。説明をしなかった場合、特許法第九条第1項における同様の発明創造について一つの特

許権しか付与できないという規定に基づいて処理する。

国務院特許行政部門は実用新案特許権の付与を公告する際に、出願人が本条第2項の規定に基づい

て発明特許も同時に出願している旨の説明を公告しなければならない。

発明特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に規定
期限内に実用新案特許権の放棄を声明するよう通知しなければならない。

出願人が放棄を声明した場合、国務院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行い、かつ発明特許
権の付与を公告する際に出願人による実用新案特許権の放棄声明を合わせて公告しなければならない。
出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を却下するものとする。期限
が満了になっても出願人が回答しない場合、当該発明特許出願が取り下げられたものと見なす。

実用新案特許権は発明特許権の付与公告日を持って終了する。

中国特許法実施細則第41条（抜粋）
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日本の併願に関する規定との比較

・ 日本の併願に関する規定は、特許法39条第１～５条にある。

・ 結論として、中国では同一発明に対する両出願が同一の出
願人であるかまたは異なる出願人であるかに従ってそれぞれ規
定されているが、日本の規定では「いかなる単位又は個人」と区
別しない。

・ 中国では実用新案が登録されたあとでも放棄により、「協議」
が可能であるが、日本では一方の権利が確定されたあとには「
協議」ができず、後の出願には授権されない。
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特許との併願の活用例

実用新案

特許

出願

出願 拒絶理由

登録

登録

請:A+B+C

請:A+B+C請:A+B+C

引1：A
引2：B
引3：C

請:A+B+C+D
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中国第一出願、パリルート、PCTルートによる併願
・ 両方とも中国第一出願である場合： 可能である。（同一出願人が同日に出願すれば可能）

・ 両方ともパリルートの場合：

可能である。但し、優先権があっても中国への実際の出願日だけを認める。

従って、パリルートによる同じ優先権があっても、中国への出願は必ず同時でなければならない。

・ 両方ともPCT国内段階移行の場合：

事実上、不可能である。

一つのPCT出願は中国移行のとき必ず特許・実用新案のいずれか一つだけを指定しなければならないため、一
つのPCT出願による中国への併願は不可能である。

唯一の可能性があるのは、二つのPCT出願が同日国際出願され、かつ同日に中国へそれぞれ特許と実用新案

とを指定して移行する方法であるが、これも事実上不可能である（移行日が同日であっても国際出願日自体が異な
る場合には、日本より強化された「拡大された先願」の規定により後願が拒絶される恐れがある）。

・ それぞれパリルートとPCT国内段階移行の場合

（例えば、PCT出願した特許について中国では実用新案を提出して早期権利化したい場合）：

不可能であると思われる。

上述した規定などから、PCT出願の国際出願日とパリルートの出願日とが同日でなければならない。

一方、同日に中国に出願することをそれぞれ声明しなければならないが、PCT国際出願ではこの声明ができな

い。
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併願の対応例（１）＿不可

・ この場合、出願人及び出願日は同一であるが、出願と同時
に併願の声明ができないため（細則41条）、不可である。
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併願の対応例（２）＿可

・ クレームの範囲が異なると併願の制限が適用されないため、
可能である。（しかし、クレームの範囲が上位・下位関係になる）
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併願の際の留意点

・ 同日に出願する（異なる日に出願する場合、同一出願人で
あっても出願が前後すると中国では２２条の「日本より強化され
た拡大された先願」の規定により拒絶される）。

・ 出願ときに併願することをそれぞれ声明する（拒絶理由）。

・ 特許の授権通知を受けて実用新案を放棄するとき、実用新
案は授権状態である必要がある。

・ 中国での併願の出願日は、優先権がある場合であっても実
際の中国への出願日である。

・ PCT出願の場合は、PCT国際出願日が併願出願日とみなさ
れるが、実際上PCT出願での併願の利用は不可能である。
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５ 特許出願の代替としての実用新案出願

・ 経済の低迷などにより、特許予算が限られている日本企業
にとって、いかに低コストで中国で特許権を守れるかが重要な
課題となっている。

・ 上述したとおり、コストの面、早期権利化の面でメリットがあ
るだけではなく、中国での実用新案は、過失推定、注意義務、
賠償金などの権利行使の面からみても特許より大きく不利に
はならない。

・ しかし、実体審査を受けないため、権利行使する前に必ず
検索報告を求めることが好ましい。（期間：2ヶ月）
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６ 重要判例の紹介

シュナイダーvs 正泰集団 事件

背景

経緯
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経緯

経緯
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論点

経緯

・ 侵害訴訟の中止に関する問題

・ 級別管轄に関する問題

・ 賠償額の算定方法
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舒学章事件 － 重複授権禁止
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７ 中国での実用新案の活用についてのコメント

コメント２ ライフサイクルが短い製品を実用新案登録する

特許の出願から登録までの期間の長さ、査定結果の
不安定さ、費用などを考慮して、ライフサイクルが短い
製品については実用新案を活用することを薦める。

コメント１ 訂正不可のため出願書類をしっかり作成する

実用新案の授権後は原則的に訂正が不可能で
あるため、出願書類をしっかり作成することが重要
である。特に、独立請求項の削除に対応するため
充分な従属請求項を立てることが重要である。
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コメント３ 小さい改良発明も重視する

展示会などで改良技術を導入した製品を展示し
たり、改良技術を実施したりする場合、進歩性がな
いと思って軽視すると、同じ技術について中国で実
用新案権を登録される可能性がある。

この場合、中国で事業を展開すると、逆に実用新
案権の侵害で訴えられる可能性があるが、前述の
とおり、小さい改良技術であっても無効にすること
は容易ではない。
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コメント４ 核心特許の周辺の保護として活用する

中国では実用新案が多く、多少の変更による出
願が登録されることなどを回避するため、防衛周
辺商標などのように、特許の周辺の改良発明を安
価な実用新案として提出する。

この場合、変更した部分だけを追加翻訳すれば
よいので、費用的にも大きな負担にならない。
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三、 事前にご質問いただいた

トピックの一部の解説
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自己紹介

鄭 青松 （テイ セイショウ）

1978年

1997～2004年

2004～2008年

2006年

2008～2010年

2010年9月

中国吉林省延吉市出身

清華大学 学士、修士（専門：環境工学）

中科専利特許事務所（China Science）

中国弁理士試験に合格

（大阪）原謙三特許事務所

本事務所設立
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• 2010年9月設立

• 従業員13名：
9名日本語可能、10名韓国語可能、１名韓国人スタッフ在籍

• オフィス: 北京、延吉、大阪(連絡処)

• 実績
- 特許、商標、著作権出願、無効、異議申し立て、再審査請求、

知的財産翻訳、特許調査など

- 無効審判: 韓国企業の代理人として日本企業の特許を無効

（審決：２２個請求項の中従属請求項１個維持、２１個無効）

弊所のご紹介
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• 事務所管理システム：BizSolution
(柳沈法律事務所、China Science特許事務所、China Patent
特許事務所、永新特許事務所もこのソフトウェアを使用)

• 資格
- 中国弁理士協会家体会員

- 韓国知識財産サービス協会会員

- ユ・ヨングン: 韓国特許情報検索資格取得

• 定期業務
- 月一回日本語、韓国語および中国語でニュースレター発送。

- 日本Jetro北京本部で開催するセミナーに定期的に参加。
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弊所の主なクライアント
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September 24, 2011
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鄭 青松
北京青松特許事務所
〒100022 北京市朝陽区東三環中路39号建外SOHO12＃1603
Tel：(86-10)5900 9421
Fax：(86-10)5900 9422
Mobile: (86-10)13910994422
Email：qingsong.zheng@greentreeip.com
http://www.greentreeip.com


